
1 

下水道排水設備等に係る留意点について

令和４年３月

多賀城市上下水道部施設整備課

平成２２年７月一部改正

平成２９年８月一部改訂

平成３１年３月一部改訂

令和２年３月一部改訂

令和３年３月一部改訂

令和４年３月一部改訂



2 

目    次

 Ⅰ はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １頁 

 Ⅱ 下水道の役割と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １頁 

 Ⅲ 排水設備等とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １頁 

 Ⅳ 排水設備等工事について ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・２頁 

   １ 排水設備等工事とは  

   ２ 排水設備等計画確認の申請について  

   ３ 排水設備等工事の設計について  

   ４ 事前協議を必要とするもの  

   ５ 排水設備等工事完了届及び検査について  

   ６ 公共下水道使用開始届について  

   ７ 無届による排水設備等への対応と下水道使用料について  

 Ⅴ 排水設備等指定工事店について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １２頁 

   １ 排水設備等指定工事店の責務と遵守事項について  

   ２ 排水設備等指定工事店への改善指導について

   ３ 排水設備等指定工事店の要件について  

   ４ 排水設備等指定工事店の登録について  

   ５ 排水設備等指定工事店の受付期間と有効期限について  

   ６ 排水設備等指定工事店証について  

   ７ 排水設備等指定工事店の変更や廃止等について 

   ８ 排水設備等指定工事店への罰則等について 

 Ⅵ 排水設備等工事責任技術者について ・・・・・・・・・・・・・・ １６頁 

   １ 排水設備等工事責任技術者の責務について 

   ２ 排水設備等工事責任技術者の登録について 

   ３ 排水設備等工事責任技術者の有効期限及び更新等について 

 Ⅶ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７頁 



- 1 - 

Ⅰ はじめに 

 この留意点は、多賀城市排水設備等指定工事店（以下「指定工事店」という。）とし

て、必要な法令等及び手続きをわかりやすく、簡単にまとめたものです。 

これは、排水設備等申請無届による下水道使用料の未賦課や、排水設備等工事に伴う

新たな情報やその取扱いに関しまして、皆さまと市が共有し、円滑に業務が進めること

ができるよう作成したものです。 

 指定工事店としての責務として、下水道に関する法令、関係する省令、多賀城市下水

道条例及び同市下水道条例施行規程等を熟知し、これらの規定に基づく多賀城市の指示

を遵守され、誠実にその業務を行わなければなりません。 

 そのため、指定工事店及び排水設備等工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）

は、本書を御一読いただき、本市における水質保全及び生活環境の向上に対し、行政と

一体となって円滑な業務遂行に努められますようお願い申し上げます。 

なお、排水設備等使用者に不安や迷惑が及ぼされる場合、多賀城市下水道条例施行規

程第１４条の規定を適用せざるを得ない場合がありますので、十分に御留意ください。 

Ⅱ 下水道の役割と目的  

 下水道は、雨水の排除による浸水の防除、汚水の速やかな排除やくみ取り便所の水洗

化による生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という役割を有しています。 

 下水道法上の種類で下水とは、汚水と雨水を総称したものであり、下水の排除方式に

ついては、汚水と雨水を同一の排水管により公共下水道に排除する「合流式」と汚水と

雨水を完全に分離し、汚水は公共下水道の汚水管きょへ、雨水は雨水管きょ又は水路等

の雨水排水施設へ排除する「分流式」があり、多賀城市は全地区において分流式です。 

Ⅲ 排水設備等とは 

 排水設備は、下水道法第１０条において、「その土地の下水を公共下水道に流入させ

るために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設（屋内の排水管これに固着する洗面

器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く）」と規定されており、

公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者が設置しなければならない

とされています。 

【下水道法第１０条第１項】 

【多賀城市下水道条例第２条第１項第４号】 
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Ⅳ 排水設備等工事等について  

１ 排水設備等工事とは  

 排水設備等工事とは、排水設備の新設、増設、改築等の工事及び処理区域内における

水洗便所の改造工事により公共下水道（汚水及び雨水）へ接続する行為をいいます。 

 この工事については、市長の指定を受けたもの（以下「指定工事店」という。）でな

ければ行ってはなりません。             【下水道法第１０条第１項】 

【多賀城市下水道条例第８条第１項】 

２ 排水設備等計画確認の申請について

令和２年４月より、新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、通常窓口で行っていた

申請の受付方法については、別紙資料１「郵送による排水設備計画確認の申請(完了届

及び検査)について」のとおり変更となっています。 

通常の申請以外で、排水設備に係る問い合わせがある場合は、下記の電話、ＦＡＸ、

メール又は上下水道部施設整備課給排水係（上下水道庁舎２階）窓口にお越しください。 

なお、窓口での問い合わせは土日祝日を除く月曜日、水曜日、金曜日の午前８時３０

分から午後５時（正午から午後 1時までを除く）までとします（火曜日及び木曜日は検

査日のため、御遠慮願います）。 

＜＜ 電話等でのお問い合わせ先 ＞＞ 

電話番号  ０２２－３６８－３１１２ 

ＦＡＸ番号 ０２２－３６８－３１２５ 

電子メール haisui@city.tagajo.miyagi.jp(排水設備申請専用アドレス)

 申請書の作成については、特に以下の項目について注意してください。  

(1) 設置場所  

「設置場所」の欄には排水設備を設置する地番を記入してください。 

(2) 着手予定・完了予定日  

ア 着手予定日…申請日から１週間から１０日程度を目安に記入してください。 

 ※工事の着手については、計画確認申請書の副本の返却後より可能となります。 

また、計画確認後、変更が生じた場合についても確認を受けてください。 

【多賀城市下水道条例第６条】 
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イ 完了予定日…建物及び排水設備等の完了に合わせて記入してください。 

※記載された完了予定日に延伸が必要な場合は、工期の遅延届の提出が必要です。

(3) 新設・増設・改築の区分  

ア 新設…公共桝（最終桝）に新たに排水設備等の設置を行う場合 

イ 増設…既存の排水設備に新たな排水設備の設置を行う場合 

ウ 改築…既存の排水設備等の内部において排水設備等の入れ替え（設備更新）を 

行う場合 

  ※過去に公共桝に接続していた経緯があるものであっても、一度更地にした後の

再接続であれば新設となります。 

(4) 公共桝及び本管の確認 

  本市の下水道台帳と現況を必ず確認してください。また、既存の公共桝が破損してい 

る場合、市より新しい公共桝を支給する場合があるため、事前に協議をお願いします。 

(5) 工事調書裏面の平面図作成方法  

   ア 位置図には、目標及び申請地の位置を明示してください。 

   イ 平面図縮尺は、次の事項を表示してください。  

    (ｱ) 道路、境界及び公共下水道の位置  

    (ｲ) 施工地内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設

の位置 

    (ｳ) 排水管きょの位置、内径、延長及び勾配  

    (ｴ) 桝及びマンホールの位置  

    (ｵ) 方位記号 

    (ｶ) 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置  

    (ｷ) 他人の排水設備等に接続するときは、その位置  

    (ｸ) (ｱ)から(ｷ)までに掲げるもののほか、下水（汚水及び雨水）の排除の状況を

明らかにするために必要な事項  

   ウ 縦断図面の縮尺は、２００分の１程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高

さ並びに固着させる公共下水道の高さを表示してください。 

   エ 構造詳細図には、排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示

してください。 
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    オ 図面記号のない器具は空欄に名称・記号を追記してください。 

    カ 雨水のルートは必ず最終放流先まで緑色で記載してください。 

（雨水の桝リスト及び勾配の記入は不要です。） 

   キ 近くに道路側溝が無く、雨水浸透桝を使用する場合は、宅地に均等に雨水を浸

透させるよう、４つ以上の雨水浸透桝を設置し、それぞれの雨水浸透桝を接続し

てください。 

   ク 近くに道路側溝があり、かつ雨水浸透桝を使用する場合は、雨水浸透桝のオー

バーフロー管を道路側溝に接続してください。 

   ケ 汚水系と雑排水系は分離させ最短経路で屋外排水設備に接続してください。 

【多賀城市下水道条例施行規程第６条】 

(6) 申請の範囲 

  申請は「宅内排水設備から公共桝又は宅内最終桝まで」、「共同管がある場合は

宅内最終桝から共同管を経由して公共桝まで」、「新たに公共桝を設置する場合は

公共桝から下水道本管まで」のいずれかの範囲を１件として申請してください。 

≪申請時に必要な書類≫  

 １．排水設備等新設（増設・改築）計画確認申請書（正・副両方） 

 ２．土地の権利者を証明できる書類（土地登記簿等、分筆の場合は公図の写し） 

 ３．他人の土地に排水設備を設置など全ての権利関係者の承諾書(任意様式) 

 ４．雨水浸透桝を設置する場合 浸透適地地図(浸透適地のみ設置可)  

５．排水設備等工事調書両面 計画図記載用 押印はコピー不可。 

 ６．排水設備等工事調書両面 竣工図記載用 押印はコピー不可。厚紙使用。

 ７．排水設備等工事チェックシート

※様式は、ホームページからダウンロードすることができます。 

※必要書類に不足や不備がある場合は受付できません。 

※副本返却後工事着手が可能になります。 

※副本返却前の工事着手は無届け工事となりますので御注意願います。 



- 5 - 

３ 排水設備等工事の設計について

排水設備の設計は、関係法令で定める基準及び日本下水道協会発行の「下水道排水設

備指針と解説」で定める事項を遵守し行ってください。 

(1) 事前調査 

排水設備等の設計をする際は、必ず事前調査を行って下さい。（取出工事も含む。）  

ア 排水先（汚水は私道排水設備か公共下水道）（雨水は最終接続先）

  イ 対象地の公共桝の有無

  ウ 公共下水道本管の埋設深度、管種、管径及び公共桝の深さ等

エ 権利等の関係者の承諾等（汚水及び雨水）

※他人の土地（私道、宅地）又は排水設備を使用する場合は使用承諾が必須。

  オ ガス、水道等の埋設物の調査

  カ 人孔に接続する場合はステップの位置、流れの方向

  キ 除害施設の要否 （設置する場合は、日排水量が１０ ／日以上か）

  ク 特定施設に該当するのか 

  ケ 受益者負担金及び分担金の賦課状況  

※受益者負担金（分担金） 

「受益者負担金（分担金）制度」は、公共下水道を計画的に建設し、下水道が使

用できることで、利益を受ける方々に、建設費の一部を負担していただくもので

す。負担金(分担金)は、下水道の建設が終わり、トイレが水洗化できるようにな

る区域の受益者に一度だけ負担していただくもので、土地の面積に応じて、賦課

されます。 

(2) 公共桝について  

 使用する公共桝の材質等については、表３－１のとおりとしてください。また、蓋につ

いては、多賀城市型の鋳鉄製蓋（防護ハット等）とし、蓋の耐荷重については、最低Ｔ－

８対応としてください(次頁写真参照)。 

 ただし、重車輌の通行が想定される場合は、Ｔ－２５対応としてください。 

また排水管を保護するため、上記のとおり施工する場合は公共桝の流入側の深さは４０

ｃｍ以上としてください（管の内径１０ｃｍの場合）。 
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 その他、現場条件等により本基準での設置が困難な場合は、必ず事前に協議を行ってく

ださい。  
表３－１ 公共桝の深さ、材質等  

公共桝の深さ(cm) 桝の材質等 内径(mm) 

１６０以下 硬質塩化ビニル製汚水桝 ３００ 

１６０を超える場合 コンクリート製０号人孔 ７５０ 

 (3) ますについて 

鋳鉄製防護ハット

鋳鉄製蓋 フリーインバート桝

内蓋

台座
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  ア 排水管の排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、その他維持管理上必要な箇所に

設置してください。 

  イ 直線部においては、管径の１２０倍を越えない範囲の箇所に設置してください。

例：φ１００ｍｍ⇒１２ｍ、φ１５０ｍｍ⇒１８ｍ、φ２００ｍｍ⇒２４ｍ 

  ウ 桝の深さ及び内径は表３－２のとおりです。 

表３－２ 桝の深さ、内径 

桝の深さ（cm） 桝の内径（mm）

８０以下 １５０

１２０以下 ２００

１６０以下 ３００

１６０を超える場合 ７５０（０号人孔）

エ 共同管の合流桝の内径は３００ｍｍとし、宅内最終桝はフリーインバート桝(Ｖ
インバート桝)を設置してください（勾配を確保するためにやむを得ずフリーイン
バート桝以外を設置する際は協議してください）。 

オ 便所からの汚水が上流へ逆流することを防止するため、便所の系統には鋭角に合

流する桝を設置してください（起点４５Ｌ、４５ＹＳ）。 

カ 検査において鏡と光源を用いて管内を確認するため、会合点では管内を確認でき

るような桝を設置してください（９０ＹＳ、ＷＬＳ等）。 

(4) 排水管の内径及び勾配 

 排水管の内径及び勾配の基準は、表３－３の通りとなっております。 

表３－３ 排水管の内径及び勾配 

排水人口（人） 排水管の内径（mm） 排水管の勾配

１５０未満 １００以上 １００分の２以上

１５０以上３００未満 １５０以上 １００分の１．７以上

３００以上６００未満 ２００以上 １００分の１．５以上

６００以上 ２５０以上 １００分の１．３以上

【多賀城市下水道条例第４条】 
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(5) 排水管の土被り  

 設置場所毎の土被りは表３－４の通りとなっています。  

表３－４ 排水管の土被り 

設置場所 土被り 

公道 ６０ｃｍ以上 

私道 ４５ｃｍ以上 

宅地 ２０ｃｍ以上 

【多賀城市下水道条例施行規程第５条】 

(6) 阻集器  

  油脂、ガソリン、土砂、その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損

傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合

は、阻集器を設置していください。 

 (7) 雨水処理  

   宅地外への垂れ流しは禁止です。道路側溝に接続してください。ただし、近くに道

路側溝が無い場合に限り、雨水浸透桝を設置し宅地内で処理を行うことも可能ですの

で市に御相談ください。 

   外流し、受水槽からの排水、給湯器及び室外機等のドレン排水は、雨水に接続して

ください。 

 (8) その他、具体的な事例については別紙資料４を御参照ください。 

４ 事前協議を必要とするもの  

 以下の排水設備等の申請については、申請前に事前協議を必要とします。 

(1) 事業場排水（生活系排水以外） 

ア 特定施設（着工の６０日前まで） 

・水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に掲げる施設 

【水質汚濁防止法第２条】 

【水質汚濁防止法施行令別表第一】 

【ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二】 

【下水道法第１２条の３第１項】 
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イ 県指定の特定施設（着工の６０日前まで） 

・宮城県公害防止条例に掲げる施設 

【宮城県公害防止条例第２条】 

宮城県公害防止条例施行規則別表第一（三）】 

【多賀城市下水道条例第１４条】 

【多賀城市下水道条例施行規程２０条】 

ウ 一般事業場（工事着手日の３０日前まで） 

・上記の特定施設を除く事業場において、生活系排水以外の事業系排水が排水さ 

れる場合は、除害施設の設置が必要です。 

【多賀城市下水道条例第１２条、１３条及び第１５条】 

【多賀城市下水道条例施行規程第２２条】 

  エ 使用の開始等の届出 （日排出量５０ /日以上の事業所） 

   ・下水の量、水質及び使用開始の時期について開始前までに届出が必要です。 

   ・上記の届出に係る下水の量及び水質を変更する際にも届出が必要です。 

【下水道法第１１条の２第１項】 

≪申請時に必要な書類≫ 

 １．届出書（名称、所在地、種類） 

 ２．別紙１（施設の構造）

 ３．別紙２（施設の使用の方法）

 ４．別紙３（処理の方法）

 ５．別紙４（汚水の量及び水質）

 ６．別紙５（用水及び排水の系統）

 ７．図面等（配置図、汚水を排出する施設の設置場所、フローシート、

除害施設の設置場所、機器カタログ）

(2) 下水道供用開始区域内で取付管、又は公共桝が未設置の箇所  

・供用開始時、又は敷地分割等で取付管や公共桝が設置されていない宅地への排水
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設備等の申請を行う場合  

(3) 水道水以外の排水を行う排水設備等  

・工業用用水、井戸水及び雨水等を排水する場合 

(4) 取出工事 

 ・公共下水道穿孔時には必ず市職員の立会いが必要です。（事前予約必須） 

   ・取付管支管部は、可とう性のある製品を使用してください(推進工法等で行う場合

も同様です)。 

 ・副管での取出工事は原則として省スペース型の内副管継手で施工してください。 

・ガス管や水道管等の埋設物から、３００ｍｍ以上の離隔を確保してください。 

・取り付け管が道路側溝の構造物の下を通る場合、さや管を用いてください。 

・本管へは、管頂から１２０度以内の角度で接続してください。 

(5) その他 

・宅地の造成などにより、２件以上の排水設備等申請が発生する可能性がある共同

管等の設置を計画する場合 

・排水ヘッダー配管を使用する場合 

５ 排水設備等工事完了届及び検査について 

 排水設備等工事完了届は、工事完了した日から５日以内に届け出をしてください。 

 検査は、必ず使用開始前を厳守願います。 

 届出時に、検査日の予約をしてください。届出前の予約はできません。 

 検査日は、完了届け提出日から一週間後以上の火曜日及び木曜日です。 

≪届出時に必要な書類≫ 

 １．排水設備等工事完了届 

２．公共下水道使用開始届

 ３．排水設備等工事調書（原本に竣工図面を記載したもの。Ａ３サイズ）

 ４．排水設備等検査申請書

 ５．排水設備等工事チェックシート

６ 公共下水道使用開始届について 



- 11 - 

 公共下水道使用開始届は、所有者等の使用に関わらず、公共下水道への接続環境が整

備された時点に提出されるべきものですが、その条件としては、検査が合格しなければ

受け付けられず、排水設備等の使用は認められません。

 なお、公共下水道使用開始届未提出にも関わらず、排水設備等の使用が認められた場

合は、厳正に対処のうえ、下水道使用料を遡って使用者に請求いたします。 

 公共下水道使用開始届の記載方法等については、以下のとおりとなっております。 

 なお、公共桝及び取付管設置の申請に基づくものについては提出の必要はありませ

ん。 

(1) 記載方法（特筆すべき注意点）

 水道メータ番号記入欄は、必ず、排水されるすべての水道メータの番号を記入して

ください（書ききれない場合は別紙でも構いません）。 

 使用目的の記載方法は以下のとおりです。 

＜新設の場合＞ 

・事業所→「事業運営等雑排水の汚水処理のため」 

・住 宅→「生活等雑排水の汚水処理のため」 

＜浄化槽からの切り替えの場合＞ 

・事業所→「（合併 or 単独）浄化槽からの切り替えに伴う事業運営等雑排水の

汚水処理のため」 

・住 宅→「（合併 or 単独）浄化槽からの切り替えに伴う生活等雑排水の汚水

処理のため」 

＜汲み取り処理からの切り替えの場合＞ 

・事業所→「汲み取りからの切り替えに伴う事業運営等雑排水の汚水処理のため」 

・住 宅→「汲み取りからの切り替えに伴う生活等雑排水の汚水処理のため」 

＜休止の場合＞ 

・「排水設備等改築のため」→完了後は「再開」扱いとなります。

・「当面の間、排水を行わないため」→排水開始時「再開」届が必要です。

＜廃止の場合＞ 

・「排水設備の解体、撤去のため」 

(2) 開始届の提出期限について
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 下水道使用料請求の基礎資料にもなりますので、原則、検査合格後、直ちに提出し

てください。 

７ 無届による排水設備等への対応と下水道使用料について 

 本市では現在、排水設備等の申請、及び公共下水道使用開始届の無届物件の調査を行

っております。 

 無届けが発覚し、それが指定工事店の施工であった場合には、条例及び施行規程に基

づき、厳正に対処いたしますので御留意ください。 

 また、施工した業者の処分だけでなく、使用者に対しても過去６０か月まで遡って下

水道使用料を請求するという負担が発生します。 

信頼される公共下水道を目指すためには、指定工事店の皆様の御協力が必要ですの

で、本書の内容を御熟読いただき、皆様の施工・意識の向上の一助としてください。 

また、指定工事店以外の業者の施工を発見した場合や、本書に疑問があった場合は、

速やかに御連絡ください。 

Ⅴ 排水設備等指定工事店について 

１ 排水設備等指定工事店の責務と遵守事項について  

指定工事店は、法令や条例等に従い、誠実に排水設備等の工事を施工することはもち

ろんのこと、次の各号に掲げる事項についても必ず守らなければなりません。 

(1) 下水道に関する法令、条例及び施行規程、その他市長の定めるところに従い、適

正な工事を行うこと 

(2) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと 

(3) 工事は、市長の確認を受けたものを着手すること 

(4) 工事は、責任技術者の監理下で設計や施工をすること 

なお、市長は、必要があるときは、指定工事店の業務状況等について調査する場合

があります。 

【多賀城市下水道条例施行規程第１２条及び第１３条】 

２ 排水設備等指定工事店への改善指導について  
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次のいずれかに該当するときは、指定工事店の責務や遵守事項を守ることが難しくな

っていると判断し改善指導を行いますので御留意ください。 

(1) 指定工事店の担当者が業務を理解しておらず申請業務に支障があるとき。 

 (2) 計画確認前に工事を施工したとき。 

 (3) 指定工事店の名義貸しや一括下請けを行ったとき。 

 (4) 指定工事店の従業員になりすまし他の事業者が申請業務や協議を行ったとき。 

 (5) 指定工事店との協議に許可なく他の事業者が同席し協議を行ったとき。 

 (6) 申請書類に不備があるにも関わらず受付や計画確認を要求したとき。 

 (7) 検査での是正事項について是正予定期間を超えて放置しているとき。 

  上記の事項を確認した場合は、各事業所の責任技術者に対して改善指導を実施し、必

要に応じて状況報告書並びに再発防止策の提出を指示しますので御留意ください。 

 状況の改善が見られない場合、又は指導に対して不誠実な行為を行った場合は、多賀

城市下水道条例施行規程第１４条の規定に基づき厳正に対処しますので、十分に御留意

ください。 

３ 排水設備等指定工事店の要件について

 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えなければなりま

せん。 

(1) 宮城県内にある営業所ごとに、雇用関係にある責任技術者が１人以上専属している

こと 

(2) 工事に必要な機械器具を有する者であること 

(3) 次のいずれにも該当しない者であること 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 第１４条第１項第１号の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの

日から２年を経過しない者

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当

の理由がある者

エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たっ
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て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

【多賀城市下水道条例施行規程第９条】 

４ 排水設備等指定工事店の登録について

 指定工事店の指定を受けようとする者は、多賀城市下水道条例施行規程に基づき、排

水設備指定工事店指定申請書に必要事項を記載、押印し、以下の書類を添付して提出し

てください。 

（添付する書類） 

(1) 多賀城市下水道条例施行規程第９条第１項第３号アからオまでに該当しないこと

を誓約する書類（誓約書） 

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(3) 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録済証明書 

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 

(5) 専属する責任技術者の本市、若しくは、県内市町村が発行する責任技術者証の写 

(6) 機械器具に関する調書 

【多賀城市下水道条例施行規程第８条】 

５ 排水設備等指定工事店の受付期間と有効期限について

 排水設備等指定工事店登録申請書につきましては、随時受け付けを行い個別に審査い

たします。 

 指定工事店の有効期限につきましては、その指定を受けた日から５年を経過する日の

年度の前年度末までです。 

 有効期間満了が近づきましたら、速やかに指定の更新手続きを行ってください。 

【多賀城市下水道条例施行規程第９条】 

６ 排水設備等指定工事店証について

 指定工事店登録の申請内容を審査した結果、全ての要件を備えていると認められたと
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きは、指定工事店として指定すると同時に、市より排水設備等指定工事店証（以下「指

定工事店証」）を交付します。 

 指定工事店証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができます。 

 また、営業の廃止を届け出たときは、排水設備等指定工事店辞退届を提出し、指定工

事店証を返納してください。指定を取り消されたときは、速やかに指定工事店証を返納

しなければなりません。 

 さらに、営業の休止を届け出たときや指定の効力を一時停止されたときも、その期間

は指定工事店証を返納しなければなりません。 

【多賀城市下水道条例施行規程第１０条、第１１条及び第１４条】 

７ 排水設備等指定工事店の変更や廃止等について

 指定工事店は、下記のいずれかに変更があったときは、速やかに変更等に必要な書類

を添付して排水設備等指定工事店異動届を提出しなければなりません。  

(1) 名称及び所在地の変更があったとき  

(2) 代表者に異動があったとき  

(3) 専属する責任技術者に異動があったとき  

(4) 休止していた指定工事店業務を再開したとき  

なお、指定工事店としての営業を廃止や休止したときは、速やかに排水設備等指定

工事店辞退届を提出しなければなりません。  

また、指定要件のいずれかを満たさなくなったときも同様です。  

【多賀城市下水道条例施行規程第１１条】 

８ 排水設備等指定工事店への罰則等について

 次のいずれかに該当するときは、指定の取り消しや指定の効力を一時停止いたします

ので、御留意ください。 

(1) 不正の手段により指定を受けたとき 

(2) 責任技術者が定められた職務を守れなかったとき 

(3) 指定工事店の責務や遵守事項を守れなかったとき 

(4) 市長の求めに対し虚偽の報告や虚偽の資料を提出したとき 

(5) 変更の届出を出さなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき 

(6) 完成届を定められたとおり届出なかったとき 
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(7) 施工した工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき 

処分内容等については、別紙資料５「指定工事店処分基準」を確認願います。文書に

よる注意処分に該当した場合において、その累積回数によって表８－１のとおり処分内

容が変わります。 

表８－１ 多賀城市排水設備等指定工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱別表２

【多賀城市下水道条例第３２条】 

【多賀城市下水道条例施行規程第１４条】 

【多賀城市排水設備等指定工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱】 

Ⅵ 排水設備等工事責任技術者について

１ 排水設備等工事責任技術者の責務について

  指定工事店は、責任技術者に次の職務を行わせなければなりません。 

(1) 工事に関する技術上の管理 

(2) 工事に従事する者の技術上の指導監督 

(3) 工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認 

(4) 市長の求めに対する検査の立会い 

(5) 中高層協議物件及び市から指示された物件の協議、申請、施工監督、検査 

２ 排水設備等工事責任技術者の登録について

 責任技術者の登録を受けようとする者は、多賀城市下水道条例施行規程に基づき、排

水設備等工事責任技術者登録申請書に次に掲げる事項を記載して提出してください。 

注意回数 処 分 内 容

１ 回 目 文 書 注 意

２回 目 文書 警告

３回 目 指定 停止 （１ か月）

４回 目 指定 の取 消し
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 なお、責任技術者の登録につきましては、宮城県内のいずれかの市町村に登録されて

いれば、本市への登録は受けた者とみなします。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 生年月日 

(3) 試験合格年月日 

(4) 所属事業所名 

（添付書類） 

(1) 市が指定する試験機関主催の排水設備等工事責任技術者試験の合格証 

(2) 次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類（誓約書） 

ア  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ  市の登録を取り消された日から２年を経過しない者 

ウ  禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者 

エ 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

【多賀城市下水道条例施行規程第１５条及び第１６条】 

３ 排水設備等工事責任技術者の有効期限及び更新等について

 責任技術者の有効期限は５年となっております。 

更新手続きにあたりましては、市が指定する試験機関主催の更新講習を受講し、

その修了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録継続申請書を提出してくださ

い。 

【多賀城市下水道条例施行規程第１５条】 

Ⅶ その他

１）資料について 

・別紙資料１「郵送による排水設備計画確認の申請(完了届及び検査)について」 

・別紙資料２「申請書類の記載注意点」 

・別紙資料３「雨水浸透適地マップ」(「多賀城市総合治水計画」より抜粋) 
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・別紙資料４「排水設備敷設に伴う具体事例」 

・別紙資料５「指定工事店処分基準」(「多賀城市排水設備等指定工事店の違反行為に対す

る処分の基準等に関する要綱」より抜粋) 

 (２)関係法令について  

下水道に関する法令等は以下のとおりとなりますので、インターネット上の市のホー

ムページなどで情報収集してください。 

 なお、本書は、法令等の改定などにより変動する場合がありますので、御了承願いま

す。 

 【下水道排水設備に関する法令等について】 

  ・下水道法及び同法施行令 

  ・水質汚濁防止法及び同法施行令 

  ・ダイオキシン類対策特別措置法及び同法施行令 

  ・宮城県公害防止条例及び同条例施行規則 

  ・多賀城市下水道条例及び同条例施行規程 

  ・多賀城市水洗便所改造資金融資あっせん規程 

・多賀城市排水設備等指定工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱 



郵送による排水設備等計画確認の申請について    令和２年４月作成 

これまでの排水設備等計画確認の受付業務は、週３回（月・水・金曜日の午前８：３０から正午まで、  

午後１：００から午後５：００まで）でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送による受付を開

始します。 

排水設備等工事申込までの流れ 

※  審査後の申込書をご覧になりたい方は、上下水道部の施設整備課給排水係にありますので、担当者

までお越しください。 

送付先メールアドレス  haisui@city.tagajo.miyagi.jp

  ※宛名は 『排水設備等計画確認担当者』 としてください。 

  ※メール本文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

送付先ＦＡＸ  ０２２－３６８－３１２５ 

  ※宛名は 『排水設備等計画確認担当者』 としてください。 

  ※ＦＡＸ送付文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

  ※ＦＡＸの場合、白黒であり、配水設備の表示や文字が小さすぎて判別出来ない場合、メールや郵送を再度

お願いする場合がありますので、見やすい字の大きさ、線の太さにしてください。 

郵 送 先 〒 ９８５－８５３１ 多賀城市中央２丁目２５－７ 

     多賀城市役所 上下水道部 施設整備課 給排水係  

      排水設備等計画確認担当者 係 まで 

※角 2封筒を用いて、連絡先の住所及び担当者名をご記入の上、郵送願います。 

電話での問合わせ先  上下水道部 施設整備課 給排水係  ０２２－３６８－３１１２（直通） 

※変更等についても、郵送で受け付けますので、計画確認申請と同様にチェック用から提出してください。 
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・・・ 排水設備等指定工事店の手続き 

  ・・・ 上下水道部施設整備課給排水係（排水設備工事受付窓口） 

排水設備等指定工事店の皆様へ 
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郵送による排水設備等工事完了届及び検査について  令和２年４月作成 

  これまでの完了届の受付業務は、週３回（月・水・金曜日の午前８：３０から正午まで、 午後１：００から

午後５：００まで）でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送による受付を開始します。 

排水設備等工事完了届及び検査までの流れ 

送付先メールアドレス  haisui@city.tagajo.miyagi.jp

  ※宛名は 『排水設備等工事完了届担当者』 としてください。 

  ※メール本文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

送付先ＦＡＸ  ０２２－３６８－３１２５ 

  ※宛名は 『排水設備等工事完了届担当者』 としてください。 

  ※ＦＡＸ送付文には必ず、担当者名と連絡先の住所・電話番号を記載願います。 

  ※ＦＡＸの場合、白黒であり、配水設備の表示や文字が小さすぎて判別出来ない場合、メールや郵送を再度

お願いする場合がありますので、見やすい字の大きさ、線の太さにしてください。 

郵 送 先 〒 ９８５－８５３１ 多賀城市中央２丁目２５－７ 

     多賀城市役所 上下水道部 施設整備課 給排水係  

      排水設備等工事完了届担当者 係 まで 

※角 2封筒を用いて、連絡先の住所及び担当者名をご記入の上、郵送願います。 

電話での問合わせ先  上下水道部 施設整備課 給排水係  ０２２－３６８－３１１２（直通） 
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・・・ 排水設備等指定工事店の手続き 

  ・・・ 上下水道部施設整備課給排水係（排水設備工事受付窓口） 

排水設備等指定工事店の皆様へ 



別紙資料２【申請書類の記載注意点】

※本市では押印廃止に伴い、 のマークを削除しております。公印（会社印）は自筆とスタンプ

の場合は不要です。ただし印字されたものには押印を求めております。

様式第３号（第６条関係）   ○印欄は、特に記載漏れが多いので注意してください。

 ※（正）（副）共通 

排水設備等新設（増設・改築）計画確認申請書 

年  月  日   

   多賀城市長       殿 

  多賀城市下水道条例第６条の規定により申請します。 

申請者

住所 職業

氏名 電話

設置場所 多賀城市

排水設備番号 第    排水区第    号

家屋所有者 

承諾 

住所 着手予定 年  月  日

氏名 完了予定 年  月  日

土地所有者 

承諾 

住所 戸数 戸

氏名 排水人口 人

排水設備等 

所有者承諾 

住所 排水面積 ㎡

氏名 水洗便 

器 数 

大便器 

小便器   個 

  委任状 上記場所における排水設備等工事の一切を委任します。 

                    受任者 氏名   

                    委任者 氏名            





様式第１４号（第１７条関係）   ○印欄は、特に記載漏れが多いので注意してください。

排水設備等工事完了届 

年  月  日   

   多賀城市長       殿 

  多賀城市下水道条例第７条第１項の規定によりお届けします。 

申 請 者 

住 所  多賀城市 職 業 

氏 名 電 話 

設置場所  多賀城市 

排水設備番号  第    排水区第    号 

確認年月日        年   月   日 

工事完了年月日        年   月   日 

受 任 者 

住 所  多賀城市  

氏 名 

 ※工事完了後５日以内に提出すること。 

   月   日開始届提出済 



様式第１７号（第１９条関係）   ○印欄は、特に記載漏れが多いので注意してください。

公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届 
年  月  日   

   多賀城市長       殿 

  多賀城市下水道条例第１０条の規定によりお届けします。 

設 置 者 

住 所  職 業  

氏 名  電 話  

設置場所  多賀城市 

排水設備番号  第    排水区  第      号 

汚水種類  水道汚水・井戸水（手動・動力）・その他（    ） 

使用目的 以下のような記載をお願いします。
＜新設の場合＞
 ・事業所→「事業運営等雑排水の汚水処理のため」
 ・住 宅→「生活等雑排水の汚水処理のため」

＜切り替えの場合＞
 ・浄 化 槽
   事業所→「（合併or単独）浄化槽からの切り替えに伴う事業運
営        等雑排水の汚水処理のため」
   住 宅→「（合併or単独）浄化槽からの切り替えに伴う生活等
雑        排水の汚水処理のため」
 ・汲み取り
   事業所→「汲み取りからの切り替えに伴う事業運営等雑排水の
        汚水処理のため」
   住 宅→「汲み取りからの切り替えに伴う生活等雑排水の汚水
        処理のため」

＜休止の場合＞
 ・「排水設備改築のため」→完了後は「再開」扱いとなります。
 ・「当面の間、排水を行わないため」→開始時「再開」届が必要。

＜廃止の場合＞
 ・「排水設備の解体、撤去のため」

開始等年月日     年   月   日  開始・休止・廃止・再開 

構成人員  家族  人 ・ 同居人  人 ・ 通勤者  人 ・ 計  人 

使 用 者 住 所  多賀城市 職 業  

氏 名  電 話  

給水区分 建物区分 世帯数

水道メーター

番  号 

備    考

多・塩 

自宅・マンション 

貸家・事務所等 

必ず記載

書ききれない場合は別紙可

欄外に指定工事店名

を記入してください



雨水浸透適地マップ

別紙資料３



排水設備敷設に伴う具体事例 （別紙資料４）

【事例１】私道内に共同管を敷設し、各宅地に排水設備を引き込む場合
（宅地）

〇 ：私道内小口径桝φ300ｍｍ以上（Ｔ－２５）市章なし

① ① ：宅内最終桝・小口径桝φ300ｍｍ以上（Ｔ－８）市章なし

● ：公道内人孔
（宅地） （私道） （宅地） ◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－２５）

〇 ①
※共同管及び宅内最終桝まではφ150ｍｍ以上

① 〇

（宅地） （宅地）

〇 ①

① 〇

◎
（公道）

● ● ●
（公共下水道本管）

【事例２】近親者が所有する一筆の土地に分割線を引いて他の建築物を建築する場合

（親が所有する一筆の土地） ● ：公道内人孔

◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－８）

◎ ◎

（公道）

（公共下水道本管）

● ●

【事例３】公共桝が一つしかない借地に非居住形の建築物が建築される場合

（一筆の借地） ● ：公道内人孔

例：診療所 ◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－８）

① ：宅内最終桝・小口径桝φ300ｍｍ以上（Ｔ－８）市章なし

例：薬局

◎ ①

（公道）

（公共下水道本管）

● ●

：子が家を建てるための敷地分割線

※一筆とは言えども、宅地内に二つ以上の建築
物が建築される場合、それぞれに応じた公共桝
の敷設が必要です。

：診療所（借地）との敷地分割線

※土地が一筆であること、それぞれの建築物が
非居住形である場合に限り、１つの公共桝への
接続を認めます。



【事例４】事例３の土地所有者が別の場合

● ：公道内人孔

例：診療所 ◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－８）

例：薬局

◎ ◎

（公道）

（公共下水道本管）

● ●

【事例５】２つ以上の公共桝があった土地に１つの建築物が建築される場合

● ：公道内人孔

◎ ：既設公共桝

◎ ◎

（公道）

※使用しなくても撤去する必要はありません。

● ● （公共下水道本管）

：隣地境界線

使用しない公共桝について、撤去する必要はあ
りません。万が一建築物に支障がある場合は、
桝を撤去し、宅地内でキャップ止めをし、写真
の提出をしてください。

※診療所と薬局という相互に関連する施設で
あっても、それぞれの土地所有者が異なる場
合、それぞれに応じた公共桝の敷設が必要で
す。



【事例６】他人の宅地内にある公共桝へ既に接続している場合

● ：公道内人孔

◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－８）

〇 ：宅内桝

〇 ① ：宅内最終桝・小口径桝φ300ｍｍ以上（Ｔ－８）市章なし

◎ ①

（公道）

（公共下水道本管）

● ●

● ：公道内人孔

◎ ：公共桝φ300ｍｍ以上・市章あり（Ｔ－８）

〇 ：宅内桝

〇 ① ：宅内最終桝・小口径桝φ300ｍｍ以上（Ｔ－８）市章なし

◎ ① ◎

（公道） （新設の公共桝）

● ● （公共下水道本管）

建物Ｂ

※建物Ａの排水設備を新たにする場合、既存公
共桝が建物Ａと同一宅地内にあるため、建物Ａ
及び建物Ｂの公共桝については変更の必要はあ
りません。

建物Ａ

建物Ｂ

：隣地境界線

建物Ａ
：隣地境界線

※建物Ｂの排水設備を新たにする場合は、建物
Ｂと同一宅地内に公共桝がないため、既設のも
のを再利用することは不可とし、新たに公共桝
を設置する必要があります。///////////



指定工事店処分基準 

 該 当 条 項    処 分 内 容

不正の手段により

指定を受けたとき
指定の取消し

指定の基準に適合

しなくなったとき

(1) 事業所ごとに、管理者の登録を受けた者（

以下「責任技術者」という。）を置かなくなっ

たとき（第９条第１項第１号）

指定の取消し

又は停止

(2) 規程に定める機械器具を有しなくなった

とき（第９条第１項第２号）

指定の取消し

又は停止 

(3) 次のいずれかに該当したとき（第９条第１

項第３号）

 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又

は破産者で復権を得ないもの（第３号

ア） 

指定の取消し

又は停止 

ロ 第１４条第１項に違反して、刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から２

年を経過しない者（第３号イ） 

指定の取消し

ハ その業務に関し、不正又は不誠実な

行為をするおそれがあると認めるに

足りる相当の理由がある者（第３号

ウ）

文書による注

意 

ニ 法人であって、その役員のうちにア

からウまでのいずれかに該当する者

があるもの（第３号エ） 

イ…文書によ

る注意 

ロ…指定の取

消し 

ハ…文書によ

る注意 

適正な排水設備等

工事の施工ができ

ないと認められる

とき 

 文書による注

意 

別紙資料５



変更等の届出をし

ないとき、 又は虚

偽の届出をしたと

き

(1) 事業所の名称及び所在地の変更を３０日以

内に届出しないとき

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名の変更を３０日以内に

届出しないとき

(3) 法人にあっては、役員の氏名の変更を３０

日以内に届出しないとき

(4) 責任技術者の氏名又は責任技術者が交付を

受けた免状の交付番号の変更を３０日以内に

届出しないとき 

(5) 事業の廃止、又は休止を３０日以内に届出

しないとき

(6) 事業の再開を１０日以内に届出しないとき

文書による注

意

施工する排水設備

等工事が、下水道

施設の機能に障害

を与え、又は与え

るおそれが大であ

るとき 

 指定の取消し


